
絶滅危惧種の保全に係る各種法令（全体） 
法令の目的 

 
 
 
施策の 
アプローチ 
（例） 

種の保護・保全 生態系・自然景観等 
の保護・保全 

 
 
 

（参考）その他 
絶滅危惧種の保護・保全  

保全等の対象 
 
 

    

絶滅危惧種の
個体の直接的
な保護 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

絶滅危惧種の
生息地の保護
（規制） 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  

絶滅危惧種の
保護増殖 
 
 
 

    

その他 
 

    

 

鳥獣保護法 
 
 

種の保存法 
 
 

自然公園法 
 
 

個体等の捕獲等の禁
止（法 9条） 
 

国内希少野生動植物
種（法 4条） 
 
 国立・国定公園（法

5条等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普通地域（法 33条） 

生息地等保護区（法
36条） 
 
 
 
 
監視地区（法 39条） 

譲渡し等の禁止（法
12条） 
 
輸出入の禁止（法 15
条） 
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自然環境保全法 
 

 

都
道
府
県
の
希
少
種
保
護
条
例
（
注
１
） 

  

鳥獣（法 2条） 
 
 

捕獲等の禁止（法
8条） 
 
 

違法鳥獣の譲渡
し等の禁止（法
27条） 
 
 

鳥獣保護区（法
28条） 
 管理地区（法 37条） 

立入制限地区（法 38
条） 

 

特別保護地区
（法 29条） 
特別保護指定
区域（令 2条） 
※希少鳥獣生息
地の保護区など 

鳥獣保護区に
おける保全事
業（法 28 条の
2） 

希少鳥獣 
 
 

大臣許可 
 
 

すぐれた自然環境 
 
 

優れた自然の風景地 
 
 

原
生
自
然
環
境
保
全
地
域
（
法
14

条
等
） 

 

自然環境保全地
域（法 22条等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
普通地区（法 28
条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別地区（法
25条） 
海域特別地区
（法 27条） 
 

生態系維持回
復事業（法 30
条の 2） 

自
然
環
境
保
全
条
例
（
都
道
府
県
自
然
環
境
保
全
地
域
） 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
特別地域（法
20条） 
・乗入規制地区等 
海域公園地区
（法 22条） 

特別地域内の
指定種の捕獲
規制（法20条） 
 
 

特
別
保
護
地
区
（
法
21

条
等
） 

 

野生動植物保
護地区内の捕
獲規制（法 26
条） 
 

生態系維持回復事
業（法 38条等） 

自
然
公
園
条
例
（
都
道
府
県
立
自
然
公
園
） 

  

文化財保護法 
 
 天然記念物 
（法 109条） 
 
 現状変更等
の許可制（法
125条） 
 
・地域を定め
ない指定 

 
 
 
 
 
 
・地域指定 
・天然保護区
域 

再生事業等
（管理・復旧
（法113条）） 

自然再生推進法 
 

生物多様性基本法 
 
 
野生生物の種の多様性の保全等（法 15条） 
 
 

地域の生物多様性の保全等（法 14条） 
 
 

海域特別地区
内の捕獲規制
（法 27条） 
 

海域公園地区
内の捕獲等規
制区域（法 22
条） 
 
 

公園事業（法 10条
等） 

保護増殖事業（法 45
条､46条） 
確認・認定（法 46
条） 

外来生物法、生物多様性地域連携促進法、環境影響評価法 
 

凡例        ：必ずしも絶滅危惧種だけを対象としないが対象としうる制度であり、その場合には保全に関連する。 

 
 

注１：法定の条例ではないが、多くの都道府県が種の保存法に準ずる内容で希少種保護のための規定を含む条例を制定している（詳細は資料３を参照のこと）。 
注２：本資料は、絶滅危惧種の保全に関する各種法令の内容について視覚的にイメージしやすいように作成したもので、必ずしも厳密ではない。詳細については各法令を参照のこと。 

 

 
その他の法令 
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絶滅危惧種の保全に係る各種法令（個票） 

 法令の目的と構成を確認した上で、絶滅危惧種の保全に関連の深い法令については個票を作成

し、法令に含まれる絶滅危惧種の保全と関連する主な制度について整理した。また、その他、間

接的にも関連する可能性がある各種法令を列挙した。 

 

■基本政策 

・生物多様性基本法 

・環境基本法 

 

■種の保護、保全 

・種の保存法（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律） 

・鳥獣保護法（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律） 

 

■生態系・自然景観等の保護・保全 

・自然環境保全法 

・自然公園法 

 

■その他生物多様性・自然環境の保全等 

・自然再生推進法 

・外来生物法（特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律） 

・カルタヘナ法（遺伝子組み換え生物等の使用等の規制による生物の多様性に確保に関する法

律） 

・生物多様性地域連携促進法（地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のた

めの活動の促進等に関する法律） 

・環境影響評価法 

 

■参考 

＜生活環境の保全、文化財の保護等＞ 

・文化財保護法 

・都市計画法 

・景観法 

・都市緑地法 

・首都圏近郊緑地保全法 

・近畿圏の保全区域の整備に関する法律 

・古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法 

・都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律 

・水質汚濁防止法 

・湖沼水質保全特別措置法 

・海洋汚染防止法（海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律） 

・化学物質審査規制法（化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律） 

資料 2② 
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・農薬取締法 

＜生物資源の持続可能な利用等＞ 

・森林・林業基本法 

・森林法 

・国有林野の管理経営に関する法律 

・食料・農業・農村基本法 

・農地法 

・土地改良法 

・農業振興地域の整備に関する法律 

・有機農業の推進に関する法律 

・鳥獣による農林水産業等の被害の防止のための特別措置に関する法律 

・水産基本法 

・漁業法 

・水産資源保護法 

＜公物管理等＞ 

 ・河川法 

 ・砂防法 

 ・海岸法 

 ・港湾法 

 ・都市公園法 

＜国土・海洋等＞ 

 ・国土利用計画法 

・国土形成計画法 

・海洋基本法 

＜その他環境関連法＞ 

 ・環境教育等促進法（環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律） 

・エコツーリズム推進法 

・動物愛護管理法（動物の愛護及び管理に関する法律） 

 

（注）個票中で規制される行為を以下のようにまとめて示した場合がある 

・捕獲等：動植物の捕獲・殺傷、採取・損傷など 

・開発行為：工作物の新増改築、鉱物の掘採・土石の採取、土地の形状の変更、埋立・干拓など 

・排出行為：汚水や廃水の排出、植物を植栽すること、動物を放つことなど 

・利用行為：立入、車馬・動力船の使用、動植物の観察、火入れなど 

 



3 
 

■基本政策 

◇生物多様性基本法（平成 20年 6月 6日法律第 58号） 

法律の目的 ○直接の目的 生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を総合的かつ計画
的に推進（法 1 条） 

○高次の目的 豊かな生物の多様性を保全し、その恵沢を将来にわたって享受できる自然と
共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与する（法 1 条） 

法律の構成 ○前文 
○目的（法 1 条）、基本原則（法 3 条）、各主体の責務（法 4 条～7 条） 
○生物多様性戦略（法 11 条～13 条） 
○国の施策（法 14 条～26 条） 
○地方公共団体の施策（法 27 条） 

絶滅危惧種
の保全と関
連する主な
制度 
 

本法は、生物多様性の保全と持続可能な利用を目的とし、生物多様性分野の基本法として個
別法を束ね施策の実施の方向を示すもの。 
国の施策として、地域の生物多様性の保全（法 14 条）、野生生物の種の多様性の保全（法 15
条）を定めている。法 15 条は、国は、絶滅のおそれがあることその他の野生生物の種が置か
れている状況に応じて、生息環境又は生育環境の保全、捕獲等及び譲渡し等の規制、保護
及び増殖のための事業その他の必要な措置を講ずるものとしている。 
また、地方公共団体は、国の施策に準じた施策や、当該地方公共団体の自然的社会的条件
に応じた生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する施策を講ずるものとしている（法
27 条）。 

注 1：本資料は、絶滅危惧種の保全に関する各種法令等について条文や各種資料等を要約して作成したもので、
必ずしも厳密ではない。詳細については各法令を参照のこと。 

 

 

◇環境基本法 

（平成5年11月1

9日法律第91号） 

環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国

民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること

を目的とした法律。 
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■種の保護・保全 
◇種の保存法（絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律、平成 4 年 6 月 5 日法律

第 75号） 

法律の目的 ○直接の目的 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境
を保全する（法 1 条） 

○高次の目的 現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与する（法 1 条） 

法律の構成 ○目的（法 1 条） 
○希少野生動植物種等の定義（法 4 条）、希少野生動植物種保存基本方針（法 6 条） 
○個体等の捕獲等、個体等の譲渡し等の規制など（法 7 条～33 条の 15） 
○生息地等保護区など（法 34 条～44 条） 
○保護増殖事業（法 45 条～48 条） 

絶滅危惧種
の保全と関
連する主な
制度 

本法は、直接的に、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を目的としている。そのもと
に絶滅のおそれのある種を「国内希少野生動植物種」として指定し、それを対象として、捕獲・
流通の規制、生息地・生育地の改変等を保護地域によって規制する生息地等保護区制度、
より積極的に個体数の増加等を目指す保護増殖事業制度を定めている。 
 制度趣旨 対象 規制等 備考 

 

個 
体 
の 
保 
護 

○個体等の
捕獲等の禁
止（法 9 条） 

個体数を確実に
減少させ、直接
的な圧迫要因と
なる捕獲等を禁
止する 

国内希少野生動
植物種と緊急指
定種の生きてい
る個体 

捕獲、採取、
殺傷、損傷の
禁止 

・学術研究等の目的
の場合には許可制
（環境大臣、法 10
条） 
・措置命令（法 11条） 

○譲渡し等
の禁止（法
12 条） 

特に捕獲等が許
され人の管理下
にある個体等の
移動状況把握と
適切な取扱等。 

国内希少野生動
植物種、国際希
少野生動植物
種、緊急指定種
の個体等(注 2) 

譲渡し、譲受
け、引渡し、引
取りの原則禁止 

・学術研究等の目的
の場合には許可制
（環境大臣、法 13
条） 
・措置命令（法 14条） 

○輸出入の
禁止（法 15
条） 

個体等の無制限
な海外流出の防
止等 

国内希少野生動
植物種の個体等
(注 2) 

輸出入の原則
禁止 

・措置命令（法 16条） 

   ○生息地等
保護区（法
36 条） 

国内希少野生動
植物種の生息地
における個体群
の安定した存続
を保証する 

国内希少野生動
植物種の生息地
（注 3） 

－  

生
息
地
の
保
護 

個
体
の
保
護 

 
 
 

○管理地
区（法 37
条） 

営巣地など種の
個体の生息にと
って特に重要な
区域を保護する 

国内希少野生動
植物種の保存の
ため特に必要が
ある区域 

広範な開発・
排出・利用行
為、指定種の
捕獲等の許可
制（環境大臣） 

・排出・利用・捕獲等
の一部の規制は指
定区域内のみ 

○立入制
限 地 区
（ 法 38
条） 

指定種の生息環
境を維持する上
で人の立入りを
制限することが
不可欠な区域を
保護する 

国内希少野生動
植物種の個体の
生息のため特に
保護を図る必要
がある場所（注
4） 

定められた期
間内の立入の
禁止 

 

   ○監視地
区（法 39
条） 

（管理地区以外
の区域の保護） 

管理地区以外の
場所 

開発行為の届
出制（環境大
臣） 

 

 

保 
護 
増 
殖 

○保護増殖
事業（法 45
条、46 条） 
 

圧迫要因の軽減
だけでなく、個体
の繁殖の促進、
生息地の整備等
が必要な場合
に、事業を推進 

国内希少野生動
植物種 

保護増殖事業
計 画 の 策 定
（環境大臣等）
と 事 業 実 施
（国） 

・地方公共団体の事
業の確認制度、国と
地方公共団体以外
の者の事業の認定制
度（法 46 条） 

注 2：特定国内希少野生動植物種以外のもの。 
注 3：生息地と一体的に保護を図る必要がある区域も対象となる・ 
注 4：管理地区の区域内に指定される。 
注 5：本資料は、絶滅危惧種の保全に関する各種法令等について条文や各種資料等を要約して作成したもので、
必ずしも厳密ではない。詳細については各法令を参照のこと。 
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（参考）種の保存法等の概要 （数値は 2011（H23）年１０月現在） 

 

 

 

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 

（通称「種の保存法」平成 4年 6月制定・平成 5年 4月施行） 

我が国に生息・生育する動植物 約 9 万種 

（国内に生息・生育する希少種の保護） 

地球上の野生動植物種 約 175 万種 

（外国産の希少種の保護） 

「絶滅のおそれのある種」と「生息・生育状況解析等調査」 
◎絶滅のおそれのある種の選定 

選定基準 
 絶滅危惧Ｉ類（ＩA種＋ＩB種） 

 絶滅危惧 II類 

◎「レッドリスト（RL）」の作成 3155 種・亜種 
◎「レッドデータブック（RDB）」の作成（保護施策

の基礎資料として広く活用） 
【RL の見直し】＝概ね 5 年ごと 
【RDB の見直し】＝概ね 10 年

ごと 

◎生息状況解析等調査 
（RL 掲載種の生息・生育状況解析） 

ワシントン条約 附属書Ｉ 掲載種 
 （ワシントン条約締約国会議で決定） 

 

希少野生動植物種の指定（法 4 条） 

国内希少野生動植物種 87 種･亜種･変種 国際希少野生動植物種 698 種類 

捕獲等の禁止（法 9 条等） 

譲渡し等の禁止（法 12 条等） 
輸出入の禁止（法 15 条等） 

特定種事業の監視（法 30 条、法 33 条の 2 等） 

個体・器官等の

取扱規制 

生息地等保護区 9 地区指定（885ha） 
 ○環境大臣指定 
 ○環境省（地方環境事務所）が保護管理 

保護増殖事業計画 48 種に関する計画策定 
 ○環境省＋関係省庁が策定（告示） 
 ○国及び地方公共団体等が保護増殖事業を実施 

生息地の保護に関

する規制（法 36 条

等） 

保護増殖事業の実

施（法 45 条等） 

目的 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存を図ることにより良好な自然環境

を保全する（法 1 条）。 

二国間渡り鳥等保護条約（協定）通報種 
日米条約 65 種 
日豪協定 46 種 
日露条約 23 種 
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◇鳥獣保護法（鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律、平成 14年 7月 12日法律第 88号） 

法律の目的 ○直接の目的 鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図る（法 1 条） 

○高次の目的 生物多様性の確保等を通じて自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確
保及び地域社会の健全な発展に資する（法 1 条） 

法律の構成 ○目的（法 1 条） 
○基本指針（法 3 条）、鳥獣保護事業計画（法 4 条） 
○鳥獣の捕獲等の規制（法 8 条～）、飼養・販売等の規制（法 19 条～）、鳥獣保護区（法２８
条～） 
○狩猟の適正化（法 35 条～） 

絶滅危惧種
の保全と関
連する主な
制度 
 

本法は、生物多様性の確保等の観点から（絶滅のおそれのある種等に限らず）哺乳類・鳥類
の種等を保護することを目的としている。そのもとに、これらを対象として、捕獲・流通などの
規制、生息地の改変等を保護地域によって規制する鳥獣保護区制度等を定めている。 
これらの制度が、絶滅のおそれのある哺乳類・鳥類を対象とし、その捕獲等やその生息地の
消失・劣化を制限している場合には関連する。 

 制度趣旨 対象 規制等 備考 

 

個 
体 
の 
保 
護 

○鳥獣の捕
獲等の禁止
（法 8 条） 

鳥獣の保護に影
響のある捕獲等
の行為を禁止す
る 

鳥獣及び鳥
獣の卵 

鳥獣の捕獲・
殺傷、鳥獣の
卵の採取・損
傷の原則禁止 

・学術研究等の目的の場
合には許可制（法 9 条）。
希少鳥獣の場合には許可
権者は環境大臣に限られ
る 
・措置命令等（法 10 条） 
・狩猟鳥獣の捕獲等は一
定区域・期間内は許可不
要（法 11 条） 

○違法捕獲
鳥獣の譲渡
し等の禁止
（法 27 条） 

捕獲規制の実効
性を担保するた
め違法に捕獲さ
れた鳥獣の流通
過 程 も 規 制 す
る。 

違法に捕獲
等又は輸入
された鳥獣
（加工品等
を含む）と鳥
類の卵 

飼養、譲渡し、
譲 受 け 、 販
売、加工、保
管のための引
渡し・引受けの
禁止 

 

 

生 
息 
地 
の 
保 
護 

○鳥獣保護
区（法 28 条） 

鳥獣の保護の実
現のためには捕
獲禁止等のみな
らず、積極的に、
直接鳥獣の保護
を図る必要 

鳥獣の保護
のため重要
と認める区
域 

鳥獣の捕獲等
の禁止（狩猟
鳥獣であって
も捕獲等が禁
止される） 

・環境大臣は国際的、全
国的見地、都道府県知事
は地域の鳥獣の保護の見
地から指定 
・希少鳥獣生息地の保護
区を含む６つの指定区分
がある。 

 
 
 

○特別保
護地区
（法 29
条） 

捕獲等の規制に
加え、鳥獣や生
息地の保護を図
るため開発行為
の制限が必要な
場合がある 

鳥獣の生息
地の保護を
図るため特
に必要があ
ると認める区
域 

一定の開発行
為 の 許 可 制
（環境大臣、知
事） 

 

○特別保
護指定区
域（令 2
条） 

 人の立入等
によ り鳥獣
の生息、繁
殖等に影響
がある場所 

広範な開発・
利用行為、動
植物の捕獲等
の許可制（環
境大臣、知事） 

・原則として集団繁殖地、
希少鳥獣生息地の特別
保護地区の区域内に指定 

 
保 
護 
増 
殖 

○鳥獣保護
区における
保全事業（法
28 条の 2） 
 

鳥獣保護区の機
能の維持、向上
（注 6） 
 

鳥獣保護区
の区域内 

保全事業の実
施（国または都
道府県） 
 

・鳥獣の繁殖・採餌施設、
水質改善施設、動物侵入
防止施設などの設置、動
物の捕獲等を内容とする
事業 

注 6：周辺地域からの土砂や汚濁物質の流入、シカ等の植生被害等により鳥獣の生息に影響が及び、捕獲や開発行為の
規制だけでは指定目的の達成が困難な場合。 
注 7：本資料は、絶滅危惧種の保全に関する各種法令等について条文や各種資料等を要約して作成したもので、必
ずしも厳密ではない。詳細については各法令を参照のこと。 
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■生態系・自然景観等の保護・保全 

◇自然環境保全法（昭和 47 年 6 月 22 日法律第 85 号） 

法律の目的 ○直接の目的等 自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保そ
の他の自然環境の適正な保全を総合的に推進する（法 1 条） 

○高次の目的等 広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継
承できるようにする（法 1 条） 

法律の構成 ○目的（法 1 条） 
○自然環境保全基礎調査（法 4 条）、自然環境保全基本方針（法 12 条） 
○原生自然環境保全地域（法 14 条～） 
○自然環境保全地域（法 22 条～） 
○生態系維持回復事業（法 30 条の 2～） 
○都道府県自然環境保全地域（法 45 条～） 

絶滅危惧種
の保全と関連
する主な制度 
 

本法は、生物多様性の確保などの観点から、（個別の種等ではなく）すぐれた自然環境の全
体を保全することを目的としている。そのもとに、こうした自然環境の改変等を規制する保護
地域制度を定めている（原生自然環境保全地域、自然環境保全地域、都道府県指定自然
環境保全地域）。 
これらの保護地域制度が絶滅危惧種の生息地につき改変や排出を規制している、または
区域内で絶滅危惧種の捕獲等を制限しているなどの場合には関連する。 

制度 制度趣旨 対象 規制 備考 

 

 

個
体
の
保
護 

○原生自然環
境 保 全 地 域
（法 14 条等） 

人間の手の加わ
らない原生の自
然地域の保護を
図る 

原生の状態を
維持している
土地の区域 

広範な開発・
排出・利用行
為、動植物の
捕獲等の原則
禁止 

・さらに指定された
区域内では人の立
入も制限される（法
18 条） 

生 
息 
地 
の 
保 
護 

○自然環境保
全地域（法 22
条等） 

原生的な自然環
境のほか、すぐ
れた自然の保全
を図る 

上述以外で優
れた状態を維
持している自
然環境 

－  

 
 

○特別地区
（法 25 条） 

生態系構成上重
要な地域等、特
に保全を図るべ
き地域の保全 

生態系を保全
するために必
要不可欠な核
となるもの 

広範な開発・
排出・利用行
為の許可制 

・自然環境保全地
域内の陸域に指定
される 

 

個
体
の
保
護 

  ○野生動
植物保護
地区（法
26 条） 

稀有なものや固
有な動植物等特
別地区内の特定
の野生動植物の
保護 

対象の野生動
植物の生息地 

対象の野生動
植物の捕獲等
の原則禁止 

・特別地区の区域
内に野生動植物の
種類ごとに指定さ
れる 

○海域特別
地区（法 27
条） 

稀有な生物を含
む生態系を有す
る等、特に保全
を図るべき海域
の保護 

（特別地区と同
様） 

広範な開発・
利用行為、指
定種の捕獲等
の許可制 

・自然環境保全地
域内の海域に指定
される 

  ○普通地区
（法 28 条） 

（特別地区、海
域特別地区の緩
衝地帯等） 

（特別地区、海
域特別地区以
外の場所） 

一定の開発行
為の届出制 

・措置命令制度（同
2 項） 

保 
護 
増 
殖 

○生態系維持
回復事業（法
30 条の 2） 

自然環境保全地
域の生態系の維
持・回復 

－ 生態系維持回
復事業計画の
策定（環境大
臣等）、事業実
施（国） 

・地方公共団体の
事業の確認制度
（同 2 項）、国と地
方公共団体以外の
者の事業の認定制
度（同 3 項） 

 ○都道府県自
然環境保全地
域（法 45 条） 

自然環境保全地
域に準ずる質の
すぐれた自然環
境の保全 

自然環境が自
然環境保全地
域に準ずる土
地の区域 

（自然環境保
全地域を超え
ない範囲で条
例により規制） 

・海域特別地区は
指定できない 

注 8：本資料は、絶滅危惧種の保全に関する各種法令等について条文や各種資料等を要約して作成したもので、
必ずしも厳密ではない。詳細については各法令を参照のこと。 



8 
 

◇自然公園法（昭和 32年 6月 1日法律第 161号） 

法律の目的 ○直接の目的 優れた自然の風景地の保護と、その利用の増進を図ることにより（法 1 条） 

○高次の目的 国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与
する（法 1 条） 

法律の構成 ○目的（法 1 条） 
○国立・国定公園の指定（法 5 条等）、公園計画及び公園事業（法 7 条等） 
○国立・国定公園の保護と利用（特別地域（法 20 条）、特別保護地区（法 21 条～）、海域公
園地区（法 22 条）、利用調整地区（法 23 条～）、普通地域（法 33 条～）） 
○国立・国定公園の生態系維持回復事業計画（法 38 条～） 
○国立・国定公園の風景地保護協定（法 43 条～）、公園管理団体制度（法 49 条～） 
○都道府県立自然公園（法 72 条～） 

絶滅危惧種
の保全と関
連する主な
制度 
 

本法は、生物多様性の確保に寄与する観点から、（個別の種等ではなく）すぐれた自然の風
景地の全体を保全することを目的としている。そのもとに、こうした自然の風景地の改変等を
規制する自然公園制度（国立公園、国定公園、都道府県立自然公園）を定めている。 
絶滅危惧種の生息地にこれらの自然公園区域が指定されていれば関連する。 

 制度趣旨 対象 規制 備考 

  ○国立・国定
公園（法 5 条
等） 

わが国の風景
を代表する、ま
たはそれに準
ずる傑出した
自然の風景の
保護・利用 

わが国の風景を
代表する、また
はそれに準ずる
傑出した自然の
風景地 

－ ・国立公園は環境
大臣が指定、国定
公園は都道府県
の申出により環境
大臣が指定 

生
息
地
の
保
護 

個
体
の
保
護 

 
 
 

○特別地域
（法 20 条） 

当該公園の風
致（注 9）の維
持 

優れた風致を有
する地域 

広範な開発・排出・
利用行為、指定種
の捕獲等の許可制 

・環境大臣は地域
内に排出規制湖
沼、立入制限地
区、乗入規制地区
の指定も可能（同
条 3 項 6 号、16
号、17 号） 

○特別保護
地区（法 21
条） 

当該公園の景
観（注 10）の維
持 

特別地域内で特
に厳重に景観の
維持を図る必要
のある地区 

広範な開発・排出・
利用行為、動植物
の捕獲等の原則禁
止 

・選定条件に「植物
の自生地または野
生動物の生息もしく
は繁殖地として重要
な地域」を含む 

 ○海域公園
地区（法 22
条） 

当該公園の海
域の景観の維
持 

海域景観の保護
及び利用を図る
地区 

広範な開発・利用
行為 

 

 ○ 捕 獲
等 規 制
区域（同
3項 2号） 

  指定種の捕獲等の
許可制 

 

   ○利用調整
地区（法 23
条） 

公園利用によ
る自然環境へ
の影響の低減 

原生的自然環境
で植生の荒廃等
がある等の地域 

 ・特別地域内また
は海域公園地区
内に指定 

○普通地域
（法 33 条） 

（特別地域、海
域公園地区の
緩衝地帯等） 

（特別地域、海
域公園地区以外
の場所） 

一定の開発行為の
届出制 

・ 措置命令制度
（同 2 項） 

保 
護 
増 
殖 

 ○生態系維
持回復事業
（法 38 条
等） 

公園内の風景
地の保護のた
めの生態系の
維持・回復 

－ 生態系維持回復事
業計画の策定（環境
大臣、知事）、事業
実施（国、県） 

・国は国立公園、
県は国定公園で
事業実施 
・確認・認定制度 

 ○公園事業
（法 9 条等） 

保護利用のた
めの施設整備 

－ 施設整備の事業を
国や県が執行 

・植生復元や動物
繁殖の施設を含む 

  ○都道府県立
自然公園（法
72 条） 

都道府県を代
表する自然の
風景の保護・
利用 

都道府県を代表
する自然の風景
地 

（国立公園を超え
ない範囲で条例に
より規制） 

・海域公園地区は
指定できない 

注 9：「風致」は、必ずしも一義的ではないが、「人の五感に対して美的感興を与える自然物ないし自然現象及びこ
れらを含む自然環境ないしこれらがかもし出す美的雰囲気」とされる（環境庁編 1977）。 
注 10：「景観」とは「植物、動物、地質、鉱物等の自然物もしくはこれらに基づく自然現象又は史跡・遺跡等の分
化景観によって構成される特異な風致」とされる（環境庁編 1977）。 
注 11：本資料は、絶滅危惧種の保全に関する各種法令等について条文や各種資料等を要約して作成したもので、
必ずしも厳密ではない。詳細については各法令を参照のこと。 
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■その他生物多様性・自然環境の保全等 

◇自然再生推進法（平成14年12月1

1日法律第148号） 

 

 

自然再生についての基本理念、実施者等の責務及び自然再

生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要

な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合

的に推進することを目的とした法律（法1条）。 
絶滅危惧種の生息地が自然再生事業の対象となりうる。 

◇特定外来生物による生態系等に

係る被害の防止に関する法律（外来

生物法、平成16年6月2日法律第78

号） 

特定外来生物による生態系、人の生命・身体、農林水産業

への被害を防止するため、特定外来生物として指定した生

物の輸入や取扱いを規制し、防除等を行うことを定めた法

律（法 1条）。 

本法で規制されている特定外来生物が、絶滅危惧種を圧迫

する要因となっている場合がある。 

◇遺伝子組換え生物等の使用等の

規制による生物の多様性の確保に

関する法律（カルタヘナ法、平成1

5年6月18日法律第97号） 

カルタヘナ議定書を国内で実施するために、使用形態に応

じた遺伝子組換え生物等の使用等の規制、輸出入に関する

手続等について定めた法律（法1条）。 

◇生物多様性地域連携促進法（地域

における多様な主体の連携による

生物の多様性の保全のための活動

の促進等に関する法律、平成22年1

2月10日法律第72号） 

地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多

様性の保全のための活動を促進するための措置等を講じ、

もって豊かな生物の多様性を保全し、現在及び将来の国民

の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とした

法律（法1条）。 

地域連携保全活動として、絶滅危惧種の保護やその生息地

等の保全が行われる場合がある。 

◇環境影響評価法（平成9年6月13

日法律第81号） 

 

 

規模が大きく環境影響の程度が著しいものとなるおそれが

ある事業について、あらかじめ、事業者自らが調査・予測

・評価を行い、その結果を事業の内容に関する決定に反映

させることにより、適正な環境配慮を行うことを目的とし

た法律（法1条）。 
事業者は、事業の種類ごとに主務省令で定めるところによ

り環境影響評価の項目や手法を選定することとされており

（法 11条）、生物多様性の確保や自然環境の体系的保全の

観点から「重要な種及び注目すべき生息地」、「重要な群落」

や「地域を特徴づける生態系」などが評価項目とされてい

る事業種がある。 
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■参考 

＜生活環境の保全、文化財の保護等＞ 

◇文化財保護法（昭和 25年 5月 30日法律第 214号） 

法律の目的 ○直接の目的 文化財を保存し、かつ、その活用を図る（法 1 条） 

○高次の目的 国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する（法 1 条） 

法律の構成 ○目的（法 1 条）、文化財の定義（法 2 条） 

○有形文化財（法 27 条～）、無形文化財（法 71 条～）、民俗文化財（法 78 条～）、埋蔵文

化財（法 92 条～）、史跡名勝天然記念物（法 109 条～）、重要文化的景観（法 134 条～）、

伝統的建造物群保存地区（法 142 条～） 

絶滅危惧種

の保全に係

る検討の参

考となる主

な制度 

本法は文化財の保存と活用を目的とし、天然記念物制度は文化財のうち天然記念物（わが

国にとって学術上価値の高い動植物やその生息地など、注 12）の保存と活用を目的として

いる。そのもとに、天然記念物の指定、その現状変更等の制限、その管理・復旧等について

定めている。 

絶滅危惧種やその生息地が天然記念物に指定されている場合がある。 

 制度趣旨 対象 規制等 備考 

 

個

体

の

保

護 

生

息

地

の

保

護 

○現状変更

等 の 制 限

（法 125 条） 

（天然記念物の

保存） 

天然記念物

（注 13） 

現状の変更また

は保存に影響を

及ぼす行為（注

14）の許可制（文

化庁長官） 

・原状回復命令制度

（同 7 項） 

・地域を定めず指定

された天然記念物に

ついては、個体を捕

獲したり、結果的に

死に至らしめたりする

行為が現状変更また

は保存に影響を及ぼ

す行為に該当する。

他方、地域指定の天

然記念物については

生息環境の現状を改

変する行為が該当す

る（文化庁 2001）。 

 

保 

護 

増 

殖 

○管理・復

旧 （ 法 113

条） 

（天然記念物の

保存） 

天然記念物

（注 13） 

管理復旧は所有

者が行う。所有

者がない等の場

合には管理団体

（指定された地

方公共団体等）

が行う。 

・管理復旧に関する

命令・勧告制度（法

121 条、法 122 条） 

・天然記念物の再生

事業等が、本規定に

基づくなどして、地方

公共団体を主体に実

施されている。 

注 12：天然記念物は文化財（法 2条）の一類型として指定される。「学術上価値の高い」とは学術的知見に基づい

てみた場合の規模の大小、質の優劣、類例の多寡、稀少性等と学術研究上の必要性等とを総合的に勘案しての重

要性を指すものとされている（和田 1979）。 

注 13：地域を定めず動植物を指定する場合にはその個体、動植物の生息地を指定する場合にはその生息地、天然

保護区域の場合にはその区域が対象である。 

注 14：現状の変更とは、天然記念物に関し、その現状に物理的行為的変更を加える行為をいい、保存に影響を及

ぼす行為とは、物理的に現状に変更を及ぼすものではないが天然記念物の保護の見地からみて将来にわたり支障

をきたす行為をいう（文化庁 2001）。 
注 15：本資料は、絶滅危惧種の保全に関する各種法令等について条文や各種資料等を要約して作成したもので、
必ずしも厳密ではない。詳細については各法令を参照のこと。 
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■参考（つづき） 

〈
生
活
環
境
の
保
全
、
文
化
財
の
保
護
等
（
つ
づ
き
）〉 

◇都市計画法（昭和43年6

月15日法律第100号） 

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発

展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として、土地利用や都

市施設の整備等の都市計画の内容やその決定手続き等について定

めた法律。土地利用に関する事項の一つとして風致地区内における

建築等の規制について定めている。 
◇景観法（平成16年6月1

8日法律第110号） 

 

 

都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景

観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観

計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成

のための規制等所要の措置を講ずる景観についての総合的な法律。 

◇都市緑地法（昭和48年9

月1日法律第72号） 

 

 

 

都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画、緑地保

全地域、特別緑地保全地区及び緑化地域の都市計画上の位置づけ、

緑地保全地域及び特別緑地保全地区内での行為規制、特別緑地保全

地区に係る土地の買入れ、緑地協定、緑地管理機構の指定・業務等

について定め、都市における緑地を保全するとともに緑化や都市公

園の整備を推進することにより、良好な都市環境の形成を図ること

を目的とした法律。 

◇首都圏近郊緑地保全法

（昭和41年6月30日法律

第101号） 

 

首都圏整備法（1956）により指定された近郊整備地帯における良好

な自然の環境を有する緑地の保全に関し必要な事項を定めること

により、近郊整備地帯の無秩序な市街地化を防止し、もって首都圏

の秩序ある発展に寄与することを目的とした法律。 

◇近畿圏の保全区域の整

備に関する法律（昭和42

年7月31日法律第103号） 

近畿圏整備法（1963）により指定された保全区域内における文化財

の保存、緑地の保全又は観光資源の保全若しくは開発に資すること

を目的とした法律。 

◇古都における歴史的風

土の保存に関する特別措

置法（昭和41年1月13日法

律第1号） 

わが国固有の文化的資産として国民がひとしくその恵沢を享受し、

後代の国民に継承されるべき古都における歴史的風土を保存する

ために国等において講ずべき特別の措置を定めた法律。 

◇都市の美観風致を維持

するための樹木の保存に

関する法律（昭和37年5

月18日法律第142号） 

都市の美観風致を維持するため、樹木の保存に関し必要な事項を定

めることにより、都市の健全な環境の維持及び向上に寄与すること

を目的とした法律。 

◇水質汚濁防止法（昭和4

5年12月25日法律138号） 

 

事業場からの排出水の規制・生活排水対策の推進・有害物質の地下

浸透規制等により、公共用水域及び地下水の水質の汚濁を防止し、

国民の健康を保護するとともに生活環境の保全を図ることを目的

とした法律。 

◇湖沼水質保全特別措置

法（昭和59年7月27日法律

第61号） 

水質環境基準の確保が緊要な湖沼について水質の保全に関し実施

すべき施策に関する計画の策定及び排水規制等の措置を講じるこ

とにより、湖沼の水質保全を図ることを目的とした法律。 

◇海洋汚染等及び海上災

害の防止に関する法律（

海洋汚染防止法、昭和45

年12月25日法律第136号） 

 

 

 

 

 

船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄

物を排出すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃

棄すること、船舶から大気中に排出ガスを放出すること並びに船舶

及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物を焼却するこ

とを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油

、有害液体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生

及び拡大の防止並びに海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止の

ための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災害を防止し

、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確

な実施を確保し、もって海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体

並びに財産の保護に資することを目的とした法律。 

◇化学物質の審査及び製

造等の規制に関する法律

（昭和48年10月16日法律

第117号） 

化学物質による環境の汚染を防止するため、新規の化学物質の製造

又は輸入に際し事前にその化学物質の性状に関して審査する制度

を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸

入、使用等について必要な規制を行うことを目的とした法律。 
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（
つ
づ
き
） 

◇農薬取締法（昭和23年7

月1日法律第82号） 

 

農薬について登録の制度を設け、販売及び使用の規制等を行なうこ

とにより、農薬の品質の適正化とその安全かつ適正な使用の確保を

図ることを目的とした法律。 

〈
生
物
資
源
の
持
続
可
能
な
利
用
等
〉 

◇森林・林業基本法（昭

和39年7月9日法律第161

号） 

基本理念として森林の有する多面的機能の持続的発揮等を掲げ、森

林の適正な整備・保全、山村の振興、林業の持続的かつ健全な発展

等を図ることを目的とした法律。 

◇森林法（昭和 26 年 6
月 26日法律第 249号） 

全国森林計画・地域森林計画等の森林計画制度、林地開発許可制度

、保安林制度等について定めた法律。 

◇国有林野の管理経営に

関する法律（昭和26年6

月23日法律第246号） 

国有林野の有する公益的機能の維持増進等を目標とする国有林野

の管理経営に関する計画等を定めた法律 

◇食料・農業・農村基本

法（平成11年7月16日法律

第106号） 

 

国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図るために、「農

業の持続的発展」と「農村の振興」を強力に推進することを通じて

、「食料の安定供給の確保」と「多面的機能の発揮」を実現してい

くことを目的とした法律。 

◇農地法（昭和27年7月1

5日法律第229号） 

農地を守ることを目的とし、農業の基盤である農地の所有や利用関

係の仕組みについて定めた基本的な法律。  
◇土地改良法（昭和 24
年 6月 6日法律第 195号） 

環境との調和に配慮しながら農用地の改良、開発、保全、集団化に

関する事業を行い、農業生産性の向上、農業構造の改善等を図るこ

とを目的とした法律。 

◇農業振興地域の整備に
関する法律（昭和 44年 7
月 1日法律第 58号） 

総合的に農業の振興を図ることが必要である地域を明らかにし、こ

の地域の整備に必要な農業施策を計画的に推進するための措置を

講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の

合理的な利用に寄与することを目的とした法律。 

◇有機農業の推進に関す

る法律（平成18年12月15

日法律第112号） 

 

有機農業の推進に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団

体の責務を明らかにするとともに、有機農業の推進に関する施策の

基本となる事項を定めることにより、有機農業の推進に関する施策

を総合的に講じ、もって有機農業の発展を図ることを目的とした法

律。 

◇鳥獣による農林水産業

等に係る被害の防止のた

めの特別措置に関する法

律（平成19年12月21日法

律第134号） 

農山漁村地域において鳥獣による農林水産業等に係る被害が深刻

な状況にあることにかんがみ、その防止のための施策を総合的かつ

効果的に推進することを目的とした法律。 

◇水産基本法（平成13年6

月29日法律第89号） 

 

国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展を図ることを目的

として、水産に関する施策について、基本理念及びその実現を図る

のに基本となる事項を定めた法律。 

◇漁業法（昭和24年12月1

5日法律第267号） 

 

 

漁業生産（漁場の利用）に関する基本的制度を定め、漁業者及び漁

業従事者を主体とする漁業調整機構（漁業調整委員会等）の運用に

よって水面を総合的（重複的・立体的）に利用することにより漁業

生産力を発展させ、あわせて漁業の民主化を図ることを目的とした

法律。 

◇水産資源保護法（昭和2

6年12月17日法律第313号

） 

 

 

水産動植物の採捕の制限、対象種の捕獲が可能な漁船（許可漁船）

の定数などの規制的な措置、及び保護水面、溯河魚類の国営孵化放

流などの積極的な維持培養措置とを定めることにより、水産資源の

保護培養を図り、その効果を将来にわたって維持することにより、

漁業の発展に寄与することを目的とした法律。 
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〈
公
物
管
理
等
〉 

◇河川法（昭和39年7月1

0日法律第167号） 

治水、利水、環境保全、地域住民の意見の反映の観点が盛り込まれ

た、国内の河川整備のあり方などを定めた法律。 

◇砂防法（明治30年3月3

0日法律第29号） 

 

砂防指定地において、砂防設備を施設し、また一定の行為を禁止・

制限し、土砂生産の抑制を図り、流れてくる土砂を適切に溜めるこ

となどにより土砂災害を防止することを目的とした法律。 

◇海岸法（昭和31年5月1

2日法律第101号） 

 

津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を

防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な

利用を図り、もって国土の保全に資することを目的とした法律。 

◇港湾法（昭和25年5月3

1日法律第218号） 

 

交通の発達及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環

境の保全に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図ると

ともに、航路を開発し、及び保全することを目的とした法律。 

◇都市公園法（昭和31年4
月20日法律第79号） 

都市公園の定義、都市公園に関する公園施設の定義、設置に関する

基準及び占有する場合の許可と条件、公園管理者による都市公園の

保存義務、都市公園台帳の作成等の管理、立体公園制度に関する事

項を定めることにより、都市公園の健全な発展を図ることを目的と

した法律。 

〈
国
土
・
海
洋
等
〉 

◇国土利用計画法（昭和
49年 6月 25日法律第 92
号） 

国土利用計画の策定に関し必要な事項について定めるとともに、土

地利用を調整するための措置を講ずることにより、総合的かつ計画

的な国土の利用を図ることを目的とした法律。 

◇国土形成計画法（昭和2

5年法律第205号） 

 

国土の自然的条件を考慮して、経済、社会、文化等に関する施策の

総合的見地から国土の利用、整備及び保全を推進するため、国土形

成計画の策定などにより、現在及び将来の国民が安心して豊かな生

活を営むことができる経済社会の実現に寄与することを目的とし

た法律。 

◇海洋基本法（平成19年4

月27日法律第33号） 

 

 

 

海洋が人類をはじめとする生物の生命を維持する上で不可欠な要

素であるとともに、わが国において、国際的協調の下、海洋の平和

的かつ積極的な開発及び利用と海洋環境の保全との調和を図る新

たな海洋立国を実現することが重要であることにかんがみ、海洋に

関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者及び国民の責務

を明らかにし、並びに海洋基本計画の策定その他海洋に関する施策

の基本となる事項を定めること等により、海洋に関する施策を総合

的かつ計画的に推進することを目的とした法律。 

〈
そ
の
他
環
境
関
連
法
〉 

◇環境教育等による環境

保全の取組の促進に関す

る法律（平成15年7月25

日法律第130号） 

持続可能な社会を構築する上で国民、民間団体等が行う環境保全活

動並びにその促進のための環境保全の意欲の増進及び環境教育が

重要であることに加え、これらの取組を効果的に進める上で協働取

組が重要であることに鑑み、環境保全活動、環境保全の意欲の増進

及び環境教育並びに協働取組について、基本理念を定め、並びに国

民、民間団体等、国及び地方公共団体の責務を明らかにするととも

に、基本方針の策定その他の環境保全活動、環境保全の意欲の増進

及び環境教育並びに協働取組の推進に必要な事項を定める法律。 

◇エコツーリズム推進法

（平成19年6月27日法律

第105号） 

エコツーリズムに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、

エコツーリズムについての基本理念、政府による基本方針の策定、

特定自然観光資源の保護に関する措置等を定めた法律。 
◇動物の愛護及び管理に

関する法律（昭和48年10

月1日法律第105号） 

 

動物の虐待の防止、動物の適正な取扱いその他動物の愛護に関する

事項を定めて国民の間に動物を愛護する気風を招来し、生命尊重、

友愛及び平和の情操の涵養に資するとともに、動物の管理に関する

事項を定めて動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防

止することを目的とした法律。 
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